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 第17回  熊本県議会 有明海・八代海再生及び地球温暖化 

対策特別委員会会議記録 

 

平成30年10月１日（月曜日） 

            午前10時00分開議 

            午後11時53分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

(1)有明海・八代海の環境の保全、改善及

び水産資源の回復等による漁業の振興に

関する件について 

(2)地球温暖化対策に関する件について 

(3)付託調査事件の閉会中の継続審査につ

いて 

――――――――――――――― 

出席委員（15人） 

        委 員 長  山 口   裕 

        副委員長  浦 田 祐三子 

        委   員 西 岡 勝 成 

        委   員 小 杉   直 

        委  員 岩 中 伸 司 

        委  員 岩 下 栄 一 

     委  員 氷 室 雄一郎 

委  員 井 手 順 雄 

委   員 小早川  宗 弘 

        委  員 磯 田   毅 

        委  員  田 大 造 

        委  員 松 村 秀 逸 

        委  員 末 松 直 洋 

        委  員 山 本 伸 裕 

委  員 竹 﨑 和 虎 

欠席委員（１人） 

        委  員 西 山 宗 孝 

委員外議員（なし） 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 環境生活部 

         部 長 田 中 義 人 

        環境局長 久 保 隆 生 

      環境政策課長 横 尾 徹 也 

    環境立県推進課長 橋 本 有 毅 

環境保全課長 緒 方 和 博 

      自然保護課長 古 家 宏 俊 

循環社会推進課長 城 内 智 昭 

 企画振興部 

        審議員兼 

   交通政策課課長補佐 江 橋 倫 明 

 商工観光労働部 

     新産業振興局長 村 井 浩 一 

      産業支援課長 末 藤 尚 希 

   エネルギー政策課長 坂 本 公 一 

 農林水産部 

部 長 福 島 誠 治 

      農村振興局長 西 森 英 敏 

        水産局長 木 村 武 志 

農林水産政策課長 千 田 真 寿 

団体支援課長 杉 山 正 三 

農業技術課長 酒瀬川 美 鈴 

農地整備課長 福 島 理 仁 

森林整備課長 松 木   聡 

水産振興課長 山 田 雅 章 

漁港漁場整備課長 菰 田 武 志 

水産研究センター所長 中 野 平 二 

 土木部 

総括審議員兼 

河川港湾局長 永 松 義 敬 

土木技術管理課長 田 尻 雅 裕 

審議員兼 

都市計画課課長補佐 守 屋 芳 裕 

下水環境課長 渡 辺 哲 也 

河川課長 竹 田 尚 史 

  港湾課長 松 永 清 文 

  建築課長 松 野 秀 利 



第17回 熊本県議会 有明海・八代海再生及び地球温暖化対策特別委員会会議記録（平成30年10月１日) 

 - 2 - 

 教育委員会事務局 

      義務教育課長 髙 本 省 吾 

 企業局 

      総務経営課長 西 浦 一 義 

        工務課長 伊 藤 健 二 

 警察本部 

      交通部参事官 森   教 烈 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

   政務調査課主幹   福 田 孔 明 

   政務調査課主幹   西 野 房 代 

 

     ――――――――――――――― 

  午前10時開議 

○山口裕委員長 開会に先立ちまして、御報

告いたします。 

 本日は、西山委員が欠席であります。 

 ただいまから、第17回有明海・八代海再生

及び地球温暖化対策特別委員会を開催しま

す。 

 議事に先立ちまして、さきの補欠選挙で当

選され、議長指名により新たに本委員会の委

員にお２人の議員が選任されましたので、こ

こで御紹介いたします。 

 まず、井手順雄委員です。 

  （井手順雄君立礼） 

○山口裕委員長 竹﨑和虎委員です。 

  （竹﨑和虎君立礼） 

○山口裕委員長 それでは、お手元に配付の

委員会次第に従い、付託調査事件を審議させ

ていただきますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 議題１、有明海・八代海の環境の保全、改

善及び水産資源の回復等による漁業の振興に

関する件及び２、地球温暖化対策に関する件

について、一括して執行部から説明を受け、

質疑は議題ごとに行いたいと思います。 

 なお、委員会の運営を効率的に行いたいと

考えておりますので、説明につきましては、

簡潔にお願いします。 

 また、説明者は、着座にて説明をお願いし

ます。 

 それでは、(1)有明海・八代海の環境の保

全、改善及び水産資源の回復等による漁業の

振興に関する件の①有明海・八代海の再生に

係る提言への対応について説明をお願いしま

す。 

 

○橋本環境立県推進課長 環境立県推進課で

ございます。 

 説明資料の３ページをお願いいたします。 

 この表に記載のとおり、提言に基づく各施

策につきまして、まず、黒丸をつけておりま

す各施策につきまして、今年度の取り組み状

況等を中心に、関係課から順に御説明しま

す。 

 なお、二重丸をつけております干潟等の漁

場環境改善のための充実などにつきまして

は、後ほど別冊のほうで御説明しますので、

よろしくお願いいたします。 

 

○渡辺下水環境課長 下水環境課でございま

す。 

 資料の４ページをお願いいたします。 

 提言項目、海域環境への負荷の削減に対し

ます生活排水処理施設の整備促進と適切な維

持管理について、今年度の取り組みを御説明

いたします。 

 資料の下の段、平成30年度の取り組みの②

取り組み状況等の欄で主なものを御説明いた

します。 

 (1)平成29年度末の汚水処理人口普及率は 

86.8％となり、前年度と比較いたしまして 

0.7％上昇いたしました。 

 普及率のさらなる向上のため、下記の取り

組みを行います。 

 (2)流域下水道事業につきましては、県が

管理運営をする熊本北部、球磨川上流、八代

北部の３つの流域下水道施設の老朽化対策や

耐震対策工事を実施しております。 
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 (3)くみ取りや単独処理浄化槽から合併処

理浄化槽への転換補助事業につきましては、

30市町村で979基の転換を行う予定でござい

ます。また、市町村設置型浄化槽につきまし

ては、国の補助基準に満たない市町村に対

し、４市町村で20基に補助を行う予定でござ

います。 

 下水環境課は以上でございます。 

 

○橋本環境立県推進課長 環境立県推進課で

ございます。 

 説明資料の５ページをお願いいたします。 

 普及啓発活動の展開でございます。 

 ２、平成30年度の取り組みにつきまして、

②取り組み状況等をごらんください。 

 (1)は、くまもと・みんなの川と海づくり

デーの実施でございますが、今年度も、県内

各市町村で、４月から11月にかけて、河川及

び海岸等の清掃活動が実施されております。 

 なお、県におきましても、８月26日に、菊

池市七城町の鴨川河畔公園及び菊池川周辺を

メイン会場として清掃活動を実施しました。 

 (2)の幼児、小中学生を対象とした出前講

座等は、８月末現在、17園14校で実施し、延

べ約1,200人が受講しました。 

 (3)ですが、水保全活動に取り組む団体等

に対して、指導者の派遣や調査に必要な教材

等を提供、貸与するとともに、ＮＰＯや小学

校等と連携し、８月末現在で、15団体、約

500人が河川の水質や生物の調査等を実施し

ました。 

 普及啓発活動の展開について、説明は以上

でございます。 

 

○緒方環境保全課長 環境保全課でございま

す。 

 ６ページをお願いします。 

 左上の提言項目、(1)海域環境への負荷の

削減の②工場・事業場の排水対策について、

本年度事業の途中経過を御説明します。 

 まず、１の施策の概要等の①提言の実現に

向けたこれまでの取り組みでございますが、

工場、事業場の立入検査による適切な排水指

導を行っております。また、工場、事業場か

らの排水について、法より厳しい排水基準を

条例で定め、水質汚濁の防止を図っておりま

す。 

 続きまして、２の平成30年度の取り組みに

ついてでございますが、下側の欄、②取り組

み状況等をごらんください。 

 本年度は、８月末までに、延べ118事業場

に対し立入検査を実施し、排水状況を確認し

ました。うち、排水基準を超過した１事業場

に対し改善指導を行いました。 

 また、平成30年度公共用水域水質測定計画

に基づき、海域における水質調査を実施中で

す。 

 環境保全課は以上でございます。 

 

○酒瀬川農業技術課長 農業技術課でござい

ます。 

 資料の７ページをお願いいたします。 

 農業・畜産対策の農薬・化学肥料の使用量

の削減についてでございます。 

 ２の平成30年度の取り組み、②の取り組み

状況等でございます。 

 主な取り組みを説明させていただきます。 

 (1)でございますが、くまもとグリーン農

業推進本部会議と地下水と土を育む農業推進

県民会議幹事会を８月に開催し、関係機関・

団体が一体となりまして、環境保全型農業を

推進することとしております。 

 (2)でございますが、グリーン農業に取り

組んでおります生産宣言者が、30年８月末

で、２万459件、消費者などグリーン農業を

応援していただいております応援宣言者が２

万2,283件と、その数が順調に増加しており

ます。 

 (5)でございますが、天敵を利用した病害

虫防除など、環境に優しい農業の実証展示圃
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を、県内11カ所に設置し、農薬、肥料の削減

技術の普及、定着を図っております。 

 次のページの８ページをお願いいたしま

す。 

 家畜ふん尿の適正管理の継続についてでご

ざいます。 

 ２の平成30年度の取り組みの②の取り組み

状況等でございます。 

 (1)でございますが、家畜ふん尿の適正管

理について、市町村、農業団体と連携しまし

て、農家の巡回指導を随時実施しておりま

す。 

 また、(2)でございますが、家畜排せつ物

の適正処理のための堆肥舎等の施設整備につ

きましては、経営形態に応じて指導を実施し

ております。 

 11月には、畜産環境保全月間としまして、

市町村、農業団体と連携しまして、適正処理

につきまして、さらに徹底を図っていくこと

としております。 

 次のページの９ページをお願いいたしま

す。 

 耕畜連携による堆肥の広域流通についてで

ございます。 

 ２の平成30年度の取り組みの②取り組み状

況等でございます。 

 (1)でございますが、熊本県耕畜連携推進

協議会総会を５月に開催いたしまして、構成

メンバーでございます県や農業団体が一体と

なりまして、良質堆肥の生産や広域流通を推

進することを確認したところでございます。 

 (2)と(5)でございますが、ホームページや

イベント等で堆肥に関する情報提供や堆肥の

有効活用など、理解醸成活動に取り組んでお

ります。 

 (6)でございますが、県の事業を活用し

て、阿蘇地域に３カ所、堆肥舎などを整備し

ております。 

 農業技術課は以上でございます。 

 

○中野水産研究センター所長 水産研究セン

ターでございます。 

 10ページをお願いいたします。 

 養殖場から排出される負荷の削減でござい

ます。 

 ２の平成30年度の取り組み、②取り組み状

況等でございますが、(1)漁場改善計画に基

づく底質調査を９月から開始し、適宜、漁協

等の指導を実施しております。 

 また、(2)給餌管理の徹底といたしまし

て、水産研究センターで行っております魚病

診断に合わせて、適宜、給餌管理について指

導を行っております。 

 (3)海藻養殖に関する技術開発につきまし

ては、ヒトエグサについて、量産化を目指し

て、公益財団法人くまもと里海づくり協会へ

の技術の移転を目的として、人工網の作成を

508枚行いました。９月に配布が終わったと

ころでございます。 

 水産研究センターは以上でございます。 

 

○松木森林整備課長 森林整備課でございま

す。 

 資料の11ページをお願いいたします。 

 施策名は、森林整備の着実な推進でござい

ます。 

 最下段の２の②取り組み状況等について、

２つ御説明いたします。 

 (1)ですが、間伐の着実な実施に向け、国

庫補助事業等を活用した事業の実施に努めて

おります。間伐の実績は、８月末現在で672

ヘクタールとなっております。 

 (2)でございますが、県民参加の森づくり

活動を推進するため、広葉樹の植栽や下草刈

り、杉、ヒノキ人工林における枝打ちなど、

森林においてボランティア活動を行う20の団

体に対しまして、活動費の助成を決定いたし

ました。また、これらの活動のコーディネー

トを行う森づくりボランティアネットでは、

運営協議会の開催や活動パネル展示を行って
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おります。 

 森林整備課は以上でございます。 

 

○坂本エネルギー政策課長 エネルギー政策

課でございます。 

 説明資料の14ページをお願いいたします。 

 (2)干潟や海底等の保全・改善、②海砂利

採取への対応につきまして、法令の遵守・指

導でございます。 

 下段の２の平成30年度の取り組みの②取り

組み状況等をお願いいたします。 

 海砂利採取の許認可の実績はございませ

ん。また、海砂利超過採取に係る過料等のこ

れまでの納付状況につきましては、右下の表

に記載しておりますとおりでございます。 

 エネルギー政策課は以上でございます。 

 

○中野水産研究センター所長 水産研究セン

ターでございます。 

 21ページをお願いいたします。 

 調査研究体制の充実という項目でございま

す。 

 ②取り組み状況についてですが、ア)赤潮

対策事業につきましては、おおむね月６回の

頻度で調査を実施いたしました。 

 また、イ)水産研究イノベーション推進事

業といたしまして、タチウオ、アサリ、ヒト

エグサについて、それぞれ九州大学、県立大

学、熊本大学等と共同研究を実施しておりま

す。 

 また、ウ)二枚貝資源増殖対策事業といた

しまして、国の研究所と共同で、緑川河口域

のアサリの資源変動と環境の変動についての

関連性について検討をいたしております。 

 水産研究センターは以上でございます。 

 

○山田水産振興課長 水産振興課でございま

す。 

 諫早湾干拓事業に係る中・長期開門調査の

実施についてでございます。 

 資料は、22ページから24ページでございま

すが、６月議会以降の動きを御説明いたしま

す。 

 24ページをお願いいたします。 

 (42)ですが、７月30日に、福岡高裁は、開

門を命じる福岡高裁の確定判決に基づく強制

執行を許さない、また、同確定判決に基づく

強制執行を停止するとの判決を言い渡してお

ります。 

 (43)ですが、漁業者側原告弁護団は、この

判決を不服として最高裁に上告をしておりま

す。 

 ３段目、②取り組み状況等です。 

 ことし５月、国に対し、漁場環境悪化の原

因を明らかにするとともに、速やかに再生に

向けた抜本的かつ実効性のある対策に取り組

むよう、予算措置を含めて要望活動を行って

おります。 

 水産振興課、以上でございます。 

 

○山口裕委員長 続きまして、海域ごとの再

生に向けた取り組みについて説明をお願いし

ます。 

 

○山田水産振興課長 水産振興課でございま

す。 

 資料は、別冊の「海域毎の再生に向けた取

組みについて」をお願いいたします。 

 まず、有明海再生に向けた取り組みでござ

います。 

 別冊の２ページをお願いします。 

 １、水産資源の現状です。 

 左上をごらんください。 

 有明海の魚類漁獲量の推移ですが、昭和55

年の4,522トンがピークで、その後減少し、

平成28年は1,000トンと、ピーク時の22％と

なっております。 

 右上をごらんください。 

 アサリ漁獲量の推移ですが、昭和52年の６

万5,303トンをピークに急激に減少し、平成
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27年は149トン、平成28年は314トンと低迷し

ておりましたが、平成29年は、資源管理や耕

うんなどの漁場改善、有害生物の駆除などの

取り組みに加え、自然環境にも恵まれたこと

により、平成26年から27年にかけ発生したア

サリ稚貝が商品サイズに成長したことから、

640トン、前年比の204％の生産を上げており

ます。 

 ノリ生産枚数の推移ですが、近年10億枚前

後で推移しております。 

 平成29年度漁期は、当初からおおむね生産

が順調に行われましたが、12月下旬以降、寒

波の影響を受け、生産量は９億5,000万枚

で、平年比87％でしたが、単価が高目であっ

たことから、生産金額は、平成20年以降、平

成28年に次ぐ２番目となる115億円となって

おります。 

 経営体の推移ですが、昭和43年の8,423経

営体から減少が続き、平成25年度は、1,537

経営体、約18％に減少しております。 

 ３ページをお願いいたします。 

 ２、取り組み状況でございます。 

 これから先は、現在の取り組み状況を中心

に御説明いたします。 

 (1)の干潟等の漁場環境改善のための事業

の充実について、①有明海再生に向けた４県

協調の取り組みについてまとめております。 

 平成27年から29年にかけて、二枚貝等の資

源回復に向け、有明海沿岸４県が協調して取

り組んできており、平成30年度から３カ年の

４県が協調した取り組み方針について決定を

されております。 

 次のページ、４ページをお願いいたしま

す。 

 取り組みの一つ、(ア)浮遊幼生調査につい

て記載しております。 

 目的ですが、有明海における重要な二枚貝

の資源再生に向けて基礎資料を得ることとし

ております。 

 現在の取り組みですが、アサリ、タイラギ

を調査の対象としております。 

 調査内容ですが、二枚貝は、いずれも卵か

らふ化して２週間程度海域を浮遊する期間が

あり、その後、干潟に定着して稚貝になって

生育します。このため、浮遊幼生調査及び着

底稚貝調査を実施しているところでございま

す。 

 ５ページをお願いいたします。 

 次に、(イ)漁場環境改善の実証ですが、こ

れは、漁船で二枚貝を漁獲する漁具である貝

桁を用いて海底を引きずって耕うんし、底質

環境の改善を図るものです。 

 現在の取り組みですが、平成27年から29年

度実施した器具７種のうち、耕うん効果が高

かった器具２種を使って、水深５～10メート

ルの場所で耕うんを行い、クルマエビ等の漁

獲状況や漁場環境改善効果などを把握してお

ります。 

 今年度は、右の図に示します４カ所で実施

し、耕うん前後で、底質環境、生物調査によ

る効果把握を行っているところです。 

 ６ページをお願いいたします。 

 次に、(ウ)増養殖技術の開発ですが、アサ

リ、クルマエビなどの魚種について、それぞ

れ産卵する親の保護や、稚エビなど種苗放流

等の増殖技術を水産研究センターと漁業者が

連携して開発試験を行っております。 

 現在の取り組みですが、アサリについて

は、網袋や被覆網等の技術を活用した母貝場

の形成試験や人工種苗を用いた増殖技術の開

発を行っております。ハマグリについては、

漁場管理等による稚貝、母貝等の保護手法の

開発を行っております。このほか、ガザミ、

クルマエビ、タイラギについて、増殖技術の

開発に取り組んでいるところです。 

 水産振興課、以上でございます。 

 

○菰田漁港漁場整備課長 漁港漁場整備課で

ございます。 

 資料７ページをお願いいたします。 
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 (エ)漁場環境改善の事業の現在の取り組み

につきまして御説明いたします。 

 最下段をお願いいたします。 

 アサリ等の漁場生産力の回復を図るため、

干潟漁場において、今年度は、熊本市・宇土

市地先で14ヘクタールの覆砂及び0.6キロメ

ートルの作れいを実施しております。 

 資料８ページをお願いいたします。 

 ②公共事業による取り組みにつきまして

は、水産基盤整備事業にて取り組んでおりま

す。 

 現在の取り組みとしましては、干潟域で

は、覆砂や耕うん事業等により、悪化した漁

場環境の改善に取り組んでおります。また、

南部地域では、仔稚魚の育成場となる増殖場

や藻場造成に取り組んでおります。 

 今年度は、先ほどの説明と一部重複となり

ますが、熊本市・宇土市地先で覆砂を、熊本

市地先で作れいを、また、天草市五和町地先

では藻場造成を実施しております。 

 漁港漁場整備課は以上でございます。 

 

○山田水産振興課長 水産振興課でございま

す。 

 ９ページをお願いいたします。 

 ③漁業者等による漁場環境保全の取り組み

について、県では、水産多面的機能発揮対策

事業により、左下の図に示します区域で17の

活動組織へ支援を行っております。 

 現在の取り組みですが、干潟では、漁業者

等による耕うんやアサリ保護区の設定等の活

動、藻場では、母藻の設置等を行う活動に対

して支援を行っております。 

 主な活動内容ですが、耕うん、有害生物除

去、保護区設定、浮遊堆積物除去などの干潟

保全、ヨシ帯の保全、藻場の保全、漂流漂着

物の除去、モニタリングなどを行っておりま

す。 

 干潟や藻場の保全活動などに対して、引き

続き支援を行ってまいります。 

 水産振興課、以上でございます。 

 

○橋本環境立県推進課長 環境立県推進課で

ございます。 

 10ページをお願いいたします。 

 (2)抜本的な干潟等再生方策の検討でござ

います。 

 まず、右側の図でございますが、有明海の

底質の分布状況です。 

 底質の分布は、複雑な様相を呈しているた

め、一慨には言えませんが、本県海域に当た

る有明海中央東部の底質は、主に泥あるいは

砂まじり泥で、特に黄色で囲んだ部分の底質

は泥が多く分布しています。 

 資料の左側をごらんください。 

 これまでの取り組みですが、ここに記載の

とおり、国への施策提案等さまざまな機会を

利用して、泥土堆積進行のメカニズム解明や

具体的な再生手順の提示、泥土除去等の抜本

的対策等の検討、実施を国に求めているとこ

ろです。 

 現在の取り組みでございますが、硫化物の

数値が高いなど底質悪化が確認された地点周

辺で環境悪化の広がりを見るため、今年度、

水産研究センターと合同で、水質・底質調査

を実施中です。 

 このように、県としても海域環境のさらな

る把握に努めながら、抜本的な対策等の検

討、実施を国に働きかけてまいります。 

 以上でございます。 

 

○山田水産振興課長 水産振興課でございま

す。 

 11ページをお願いいたします。 

 (3)栽培漁業及び資源管理型漁業の推進で

す。 

 まず、①放流体制及び放流する魚種と尾数

の状況です。 

 放流については、沿岸市町、漁協などで構

成している熊本県栽培漁業地域展開協議会を
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中心に行っているところです。 

 左の図に示しますように、有明海において

は、クルマエビ700万尾を有明海４県共同放

流事業と国の有明海再生事業で放流しており

ます。そのほか、ガザミ87万尾、ヒラメ５万

尾などの放流に取り組んでおります。 

 ②漁業者による資源管理の取り組みです。 

 漁業者が主体となって定めた資源管理計画

により、アサリのとる大きさの制限や採取時

期の制限などを着実に実施することで、アサ

リの資源回復を図っております。 

 次に、13ページをお願いいたします。 

 (4)持続的養殖漁業の推進、ノリ養殖業に

ついてです。 

 現在の取り組みです。 

 まず、①環境変化に対応した養殖の推進で

す。 

 右上の図をごらんください。 

 過去においては、ノリ養殖は10月初旬から

４月までのほぼ半年間営まれてきました。し

かし、近年の温暖化による海水温の上昇によ

り、開始時期は10月中・下旬、終わりは３月

中旬と、全体で１カ月ほど短縮しておりま

す。また、水温が高目であることから、赤腐

れ病の発生、蔓延が12月には頻発しておりま

す。 

 そのため、県では、高水温に対応した養殖

スケジュールを提案し、水温が適水温である

23度Ｃ以下まで低下したところで養殖を開始

すること、赤腐れ病が拡大したところで漁場

から養殖網を一斉に撤去し、次の生産に入る

ことを指導しております。 

 また、②の養殖に用います酸処理剤につい

ても、これまで廃液の処理が各地域でばらば

らに行われていたものを、17の全ての漁協で

産廃業者へ処理を委託する体制が整っており

ます。 

 さらに、③の優良品種の開発として、水産

研究センターで高水温耐性株や低塩分耐性株

の開発を行っております。 

 次に、八代海再生に向けた取り組みでござ

います。 

 資料の16ページをお願いいたします。 

 左上の八代海の魚類漁獲量の推移ですが、

コノシロやカタクチイワシなどの多獲性魚種

の漁獲量に影響を受けて、近年では8,000ト

ン前後で推移しております。平成28年度の漁

獲量は6,885トンで、昭和55年の約48％とな

っております。 

 アサリ漁獲量の推移ですが、長期的に見る

と、周期的に増減を繰り返す傾向が見られま

す。 

 近年は、平成23年の大雨による淡水化の影

響で激減した後、平成28年は34トン、29年は

15トンと、低迷をしております。 

 魚類養殖生産量の推移ですが、ブリ類は、

赤潮被害の影響を受けながらも6,000トンか

ら8,000トンの間で推移しており、マダイは

8,000トンから１万トンの間で推移しており

ます。 

 経営体の推移ですが、昭和43年の4,501経

営体から減少が続き、平成25年度は1,301経

営体、約29％に減少しております。 

水産振興課、以上でございます。 

 

○菰田漁港漁場整備課長 漁港漁場整備課で

ございます。 

 資料17ページをお願いいたします。 

 (1)干潟等の漁場環境改善のための事業の

充実のうち、①公共事業の取り組みにつきま

しては、水産基盤整備事業にて取り組んでお

ります。 

 現在の取り組みといたしましては、八代

市、氷川町、宇城市地先におきまして覆砂を

実施しております。 

 漁港漁場整備課は以上でございます。 

 

○山田水産振興課長 水産振興課でございま

す。 

 18ページをお願いいたします。 



第17回 熊本県議会 有明海・八代海再生及び地球温暖化対策特別委員会会議記録（平成30年10月１日) 

 - 9 - 

 ②漁業者等による漁場環境保全の取り組み

です。 

 八代海においても、水産多面的機能発揮対

策事業により、左下の図に示します区域で、

鏡町アサリ活動組織など９つの活動組織へ支

援を行っております。活動内容等について

は、有明海とほぼ同じような取り組みを進め

ているところです。 

 19ページをお願いいたします。 

 (2)栽培漁業及び資源管理型漁業の推進に

ついて、まず、①放流体制及び放流する魚種

と尾数の状況です。 

 左の図に示しますように、八代海において

は、マダイ88万尾、ヒラメ57万尾、ガザミ54

万尾、イサキ24万尾などについて、県、沿岸

市町・漁協及び公益財団法人くまもと里海づ

くり協会で組織される熊本県栽培漁業地域展

開協議会で放流を実施しております。また、

八代漁協などでクルマエビを386万尾放流さ

れております。 

 ②漁業者による資源管理の取り組みです。 

 マダイやヒラメなどの９魚種及びまき網や

船びき網など10漁業種類について、とる大き

さの制限や休漁日の設定など、漁業者が作成

した計画の実践による資源管理型漁業を推進

しております。 

 さらに、③新たな放流魚種の開発として、

今年度から新たに、八代海特産のアシアカエ

ビと価格の高い魚でありますキジハタの種苗

生産、放流技術の開発に取り組んでおりま

す。 

 21ページをお願いいたします。 

 (3)持続的養殖漁業の推進①でございま

す。 

 八代海においては、魚類、二枚貝に加え、

海藻の養殖が行われております。これら養殖

場では、漁場の環境を維持しながら、持続的

に養殖を維持するため、漁場改善計画を策定

しており、この内容の着実な実施を指導して

おります。魚類養殖場では、83漁場全ての計

画が作成されており、年に１回漁協が行う底

質調査の結果などをもとに、環境改善の指導

を行っております。 

 また、安全、安心な養殖魚の生産に向け

て、ワクチン講習会や医薬品の適正使用の指

導のほか、平成15年度から養殖業者認証制度

を実施しており、流通業界、消費者への安全

性のアピールを実施しております。 

 藻類や貝類の養殖技術指導ですが、ヒトエ

グサ、ワカメ、カキ類、ヒオウギガイなど、

新たな養殖の取り組みが始まっております。

その養殖種類ごと、人工種つけ、天然採苗、

品種改良などの技術開発や養殖指導など必要

な支援に努めているところです。 

 22ページをお願いいたします。 

 持続的養殖漁業の推進②でございます。 

 養殖業の大きな課題であります赤潮対策に

ついてですが、県、市、漁業者による赤潮情

報ネットワークの整備を行っております。こ

のネットワークで赤潮発生の情報が伝わりま

すと、初期段階のまだ赤潮が小規模なときに

拡大を防ぎ被害を防止するため、県海水養殖

漁協が粘土や塩を散布いたします。表に示し

ますように、昨年度も赤潮が発生した際、塩

や粘土の散布を行い、被害拡大の防止に役立

っております。 

 また、陸上養殖ですが、現在、大学や企業

において陸上養殖技術の開発の研究が行われ

ており、それらの情報収集等を行っていくこ

ととしております。 

 今後とも、持続的な養殖の推進に向け、継

続してこれらの取り組みを行ってまいりま

す。 

 水産振興課、以上でございます。 

 

○山口裕委員長 山田課長、確認です。 

 21ページの漁業改善計画の着実な実施指導

が、全88という表記がありますけれども…

…。 
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○山田水産振興課長 失礼しました。88漁場

でございます。 

 

○山口裕委員長 83と聞こえましたので。は

い、わかりました。 

 

○橋本環境立県推進課長 環境立県推進課で

ございます。 

 23ページをお願いいたします。 

 八代海湾奥部再生に向けた取り組みでござ

います。 

 24ページをお願いします。 

 １、現状等でございますが、当湾奥部は、

不知火干拓が張り出す特異な地形から土砂が

堆積し、浅海化の進行が宿命的な海域であ

り、こうした状況に対し、地元からは、背後

地の高潮、高波、洪水等の被害や樋門等の排

水設備の機能低下等に対する懸念の声があっ

ているところです。 

 以下、取り組み状況について、関係課から

御説明します。 

 

○竹田河川課長 河川課でございます。 

 資料の25ページをお願いいたします。 

 取り組み状況のうち、(1)高潮対策でござ

います。 

 高潮対策につきましては、平成11年18号台

風の高潮被害を受けて、基本方針を策定して

おり、おおむね30年に１回発生する確率を想

定した設計基準規模を定めております。 

 資料の26ページをお願いいたします。 

 これらの基本方針に対しまして、ハード対

策につきましては、平成25年度に完了してお

ります。 

 資料の27ページをお願いいたします。 

 現在の取り組み状況といたしましては、想

定最大規模の高潮に対する浸水想定区域の検

討を進めているところでございます。 

 資料28ページをお願いします。 

 次に、(2)内水被害対策でございます。 

 現在、大野川支川の明神川の河道拡幅及び

護岸工等の改修工事を進めています。また、

内水対策を所管する宇城市の担当者と打ち合

わせを行い、内水対策に関する意見交換を行

っております。 

 河川課からは以上です。 

 

○福島農地整備課長 農地整備課です。 

 29ページをお願いします。 

 背後農地の排水対策について説明いたしま

す。 

 現在の取り組みにつきましては、海岸樋門

からの定期的なフラッシングによるみお筋の

確保と沿岸部の排水機場の統廃合や改修を計

画的に実施しているところです。 

 具体的には、30ページをごらんください。 

 図のとおり、八代海湾奥部には15カ所の排

水機場がありまして、そのうち14カ所が農地

の湛水被害等を防止するための農業用の排水

機場です。 

 このうち、現在、図面の２番、３番、５

番、６番、10番の５つの排水機場におきまし

て、湛水防除事業により、統廃合や改修を進

めているところです。これらの改修に合わせ

て、能力アップすることによりまして、全体

の排水能力としては、毎秒73トンから89トン

へ、毎秒16トンの排水量が増加する予定で

す。 

 排水機場の改修につきましては、平成33年

度までに完了する予定で、引き続き本事業を

実施してまいります。 

 農地整備課は以上です。 

 

○橋本環境立県推進課長 環境立県推進課で

ございます。 

 31ページをお願いいたします。 

 (4)抜本的な浅海化対策でございます。 

 これまでの取り組みでございますが、現段

階では、八代海湾奥部に関する調査データが

極めて乏しいことから、32ページ以降のステ
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ップ案を踏まえ、国への施策提案等で、国に

対し調査研究や効果的な対策の検討を進める

とともに、県でも、底質の状況について調査

を行うなど、取り組んできたところです。 

 現在の取り組みでございますが、引き続き

国に対して要望していくとともに、県でも土

砂堆積状況を把握するため、今年度熊本大学

の協力を得て、本海域の測量調査を実施中で

す。 

 八代海湾奥部再生に向けた取り組みについ

ての説明は以上です。 

 

○山口裕委員長 次に、(2)地球温暖化対策

に関する件の地球温暖化対策に関する提言へ

の対応について説明をお願いします。 

 

○橋本環境立県推進課長 環境立県推進課で

ございます。 

 説明資料の27ページをお願いいたします。 

 この表に記載のとおり、提言項目の(1)か

ら(4)について、今年度の取り組み状況等を

中心に、関係課から順に御説明します。 

 なお、説明資料につきましては、主な動き

等として太字を中心に説明させていただきま

す。 

 引き続き当課から説明させていただきま

す。 

 28ページをお願いします。 

 (1)事業活動における取り組みの推進でご

ざいます。 

 今年度の取り組み状況等につきまして、29

ページをごらんください。 

 (1)の条例の円滑な運用につきましては、

現在、計画書等の提出を受け付けており、取

りまとめをしているところでございます。 

 (ア)ですが、事業活動温暖化対策計画書を

提出している事業者を対象にした優良事業者

表彰制度を昨年度創設したところですが、第

２回の表彰式を７月18日に実施いたしまし

た。 

 次に、(2)事業者への情報提供、支援でご

ざいます。 

 (ウ)ですが、中小企業者のための環境マネ

ジメントプログラム、エコアクション21につ

きまして、認証取得を支援する説明会を６月

に実施いたしました。 

 (エ)のくまもとライトダウンですが、環境

省の全国統一の取り組み実施日に合わせ、夏

至と七夕に店舗やオフィス、家庭の照明の県

内全域での一斉消灯を呼びかけ、延べ1,169

施設に御協力いただきました。 

 事業活動における取り組みの推進につい

て、説明は以上でございます。 

 

○江橋交通政策課審議員 交通政策課でござ

います。 

 30ページをお願いいたします。 

 (2)公共交通機関の利用促進に係る提言に

ついてでございます。 

 31ページをお願いいたします。 

 ②の今年度の取り組み状況等について、主

なものについて御説明いたします。 

 まず、(1)ノーマイカー通勤運動の強化等

につきましては、４月18日に、アースウイー

ク実行委員会及び熊本県ストップ温暖化県民

総ぐるみ運動推進会議との共催で、公共交通

機関の利用を訴えるパレードを実施し、約

200人の参加をいただきました。 

 また、環境に配慮した運転でありますエコ

ドライブの普及を図るため、県内の企業、団

体及び個人でエコドライブ診断機器をつない

でいくエコドライブ診断リレーを実施してお

り、２月の推進会議で優良者表彰を予定して

おります。 

 次に、(2)バス路線再編等の協議の支援に

つきましては、熊本都市圏を初め、８月末時

点で、16の地域、市町村で行われております

バス路線再編や乗り合いタクシーなどの導入

に係る協議に参画し意見を述べますととも

に、先進事例の情報提供などを行っておりま
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す。 

 また、これまで県内14地域・市町村で地域

公共交通網形成計画を策定しておりますが、

新たに４市町が今年度の計画策定に向けて協

議を進めている状況でございます。 

 次に、(3)乗り継ぎの円滑化でございま

す。 

 ＪＲ豊肥本線を活用した空港ライナーの運

行につきましては、利用者が着実に増加して

おり、今年度は、８月末までに、これまでで

最も多い４万3,000人を超える方に御利用い

ただいております。 

 交通政策課、以上でございます。 

 

○橋本環境立県推進課長 環境立県推進課で

ございます。 

 32ページをお願いします。 

 (3)家庭における取り組みの強化でござい

ます。 

 今年度の取り組み状況等につきまして、33

ページをごらんください。 

 (1)ライフスタイルの転換に向けた啓発で

ございますが、(ア)ですが、熊本県ストップ

温暖化県民総ぐるみ運動推進会議ワーキング

グループの取り組みの一つとして、廃食油か

ら精製したＢＤＦ、バイオディーゼル燃料の

普及啓発のため、ストップ温暖化！総ぐるみ

ＢＤＦキャンペーンを市町村の協力を得て実

施し、県内全域で廃食油の回収を実施しまし

た。また、ロアッソ熊本の選手移動用バスで

のＢＤＦ利用など、ロアッソ熊本と連携した

取り組みも行っています。 

 (イ)各種広報・イベントの実施では、くま

もとらしいエコライフ年間キャンペーンとし

て、テレビコマーシャルやラジオ、新聞等を

活用した普及啓発を実施しています。 

 (カ)のグリーンカーテンの普及では、地域

での普及のため、熊本県地球温暖化防止活動

推進員を中心に、県内５地域でグリーンカー

テンを設置しました。また、県内全域を対象

としたグリーンカーテンコンテストを今年度

新たに実施し、２月に表彰予定です。 

 (キ)の地球温暖化防止活動推進員の活動支

援等では、推進員の活動の活性化や取り組み

の広がりを図るため、推進員等に対する研修

を実施しています。 

 家庭における取り組みの強化について、説

明は以上でございます。 

 

○松木森林整備課長 森林整備課でございま

す。 

 資料の34ページをお願いいたします。 

 森林吸収源対策の推進でございます。 

 取り組み状況につきまして、次の35ページ

において説明いたします。 

 (1)の間伐の実施に当たっての森林所有者

の負担軽減に向けましては、間伐等を実施す

る森林組合の巡回指導を行い、補助事業の内

容や作業の低コスト化に関する周知等を行っ

ているところです。 

 (2)の企業等の森づくりの促進についてで

ございます。 

 (ア)でございますが、企業が環境貢献活動

の一環として自主的に行っていただきました

森林整備活動、これを通じまして吸収される

こととなります二酸化炭素の量につきまし

て、８月末に、12者に対して認証書を交付い

たしました。 

 (イ)でございます。 

 カーボンオフセットの取り組みを展開する

企業に向けまして、五木村の県有林の間伐を

通じて認証を受けた二酸化炭素吸収量いわゆ

るクレジットについて販売を行っておりま

す。 

 今年度は、８月末現在で、３者に対し、合

計16二酸化炭素トンの販売を行っておりま

す。 

 説明は以上でございます。 

 

○山口裕委員長 以上で執行部からの説明が
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終わりました。 

 まず、有明海・八代海の環境の保全、改善

及び水産資源の回復等による漁業の振興に関

する件について質疑を行いたいと思います。

質疑はありませんか。 

 

○井手順雄委員 久しぶりの有八でございま

す。いっぱいあります。しかしながら、もう

限定してちょっと質問をさせていただきます

が、海域の再生、この分の２ページ。 

 経営体の推移のところで、有明海において

も経営体のいわゆる漁業をされる方々が年々

減少していると。いかがなものかと思います

けれども、やはりうろこがいない、二枚貝が

いない、ノリの後継者がいないと。そういっ

た形の中で減少しているというのが大方であ

ろうというふうに思いますけれども、本年

も、ノリに関しては、８軒ぐらいやめられま

す。そうした場合、１人5,000万円の売り上

げの中で、やっぱり４億円以上が減になって

くると。そういう中で、ノリをやめました、

組合員さんでありますから、その組合員さん

はどうされるのかと。やっぱり二枚貝をとっ

て生活しようかとか、そういったシフトを変

えられるという状況にあります。 

 しかしながら、県は、いわゆる団体支援課

が担当でありますけれども、資格審査という

のをやられております。その中で、90日以上

海に行かなければ、正組合員さんは、もう准

組合員さん、もしくはやめられるというよう

な道しかないという状況の中で、今現状推移

しているところでございますが、しかしなが

ら、正組合員というのは、先祖代々、組合員

の人たちが受け継いでいく、何といいますか

ね、ステータスといいますか、私は漁民なん

だというような感覚を持っておられます。 

 そういう中で、准組合員になってくださ

い、90日に足りてませんよというような場

合、県は、どうそこ辺の理屈を考えられる

か。そう言えば、もう准に落ちるぐらいだっ

たら、准に下がる場合、だったらもうやめま

すと、組合員を。そういった方がほとんどな

んですね。そしたら、この減少に関しては、

まだまだ減少していくという状況にありま

す。この辺を団体支援課はどう思っておられ

るのか、お聞きします。 

 

○杉山団体支援課長 団体支援課でございま

す。 

 今、井手委員おっしゃったとおり、漁協の

組合員の資格につきましては、水産業協同組

合法に基づきまして、その資格が定められて

おります。さらに、各漁協の定款によりまし

て、さらに細かく正組合員の資格が定められ

ているといった状況でございます。あくまで

も、平成20年に水産業協同組合法が改正にな

りまして、そのあたりの資格審査はきっちり

とやりなさいといった趣旨のもとに、そうい

った改正がなされております。 

 そういった中で、やはり各漁協の中で資格

審査委員会を設置していただきまして、そこ

でもちまして資格審査を実施していただいた

結果、それがあくまでも漁協の正組合員の資

格だというようなことで考えております。そ

ういった適正な資格審査を実施していただき

たいというふうに思っております。 

 

○井手順雄委員 そこはよう十分にわかるん

ですが、そしたら、例えば干潟にアサリがい

ない、未来永劫とれないというときに、そこ

の組合員さんはどうなるんですか。海に行き

たくてもアサリがいない。そのときに、県

は、正組合員というのを剥奪というか、90日

行ってないから組合員は准組合員になってく

ださいという指導をするのか。そこはどうお

考えですか。 

 

○杉山団体支援課長 団体支援課でございま

す。 

 例えば、アサリがいない原因がいろんな災
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害等に基づくものであるならば、それによっ

て──済みません、手元に資料がございませ

んけれども、たしか３年だったかと思います

けれども、そういった災害を理由としたもの

が明確に証明できるものであるならば、３年

間は猶予するといった決まりになっているか

というように思っております。 

 

○井手順雄委員 誰がそういった結果を出す

んですか。災害であるという認定をするんで

すか。 

 

○杉山団体支援課長 そこは組合のほうで十

分御検討いただきたいというふうに思ってお

ります。 

 

○井手順雄委員 水産振興課に関連で。 

 例えば、この間一般質問しました有明海白

川流域、ここに関しては、いつごろ二枚貝が

立つという状況になるんですか。 

 

○山田水産振興課長 アサリの資源につきま

しては、非常に現在厳しい状況でございま

す。先ほど御説明しました２ページにもあり

ますように、急激に減少してきておりまし

て、そのため、網袋の設置であるとか、被覆

網であるとか、資源管理であるとか、いろい

ろな取り組みを進めているところでございま

す。まだまだレベルは低いんですけれども、

若干場所によっては回復の兆しが見えてきて

いるところもございますが、白川河口につい

ては、確かに委員御指摘のとおりで、非常に

現在とれていないというふうな状況かと思っ

ております。 

 

○井手順雄委員 そういう状況である中で、

これは災害と私は思っております。そうした

場合、とれぬだった場合は、未来永劫、そう

いった災害の対応で団体支援課はいいんです

かね。 

 

○杉山団体支援課長 団体支援課でございま

す。 

 期間が限定されていたかと思います。それ

が３年だったかと思っております。 

 

○井手順雄委員 ３年です。３年で、そのと

き、また３年後にそういった状況であれば、

延長ができるというようなことを聞いており

ますが、いかがですか。もう既に６年やって

ます。６年、２回の延期ですね。ことしが６

年目です。そうした場合、今後どうされるん

ですか。 

 

○杉山団体支援課長 恐らく法で──まずは

余り想定をしてない状況があるかもしれませ

んけれども、そのあたりは水産業協同組合法

を所管しております水産庁のほうとしっかり

と協議をさせていただきたいというふうに思

っております。 

 

○井手順雄委員 そがんこと言うけん減って

いくとですよ、正組合員が。どんどん減って

いっとるじゃないですか、もう。もう言いた

くはないけど、しまいにはする者がおらんご

つなるですよ、有明海では。そういったこと

を改善していくのが──県で今一生懸命やっ

ておられます、再生に向けて。そういう中

で、いざ再生ができました、組合員がいなか

ったらどがんするですか。やっぱりそういっ

たことは、現状に踏まえて、そういった資格

審査等々をやっていくと私は思っておりま

す。このことは、またその水産庁の結果をお

示しください。 

 もう１点、５ページ。 

 この耕うんというのが、大きな効果がある

というような、先ほどの水産振興課のほうか

らあれがありましたけれども、結局、今耕う

んする深場は、もう泥土が堆積してます。実

際。その中で耕うんしたら、一応一回なでれ
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ばヘドロが舞い上がっていいんですが、もう

１週間もすればもとのもくあみです。そうい

う中で、この尾数が耕うんしたからふえた

て、何十匹での話でしょう、これ。これはふ

えたうち入るですか。これで業はなるんです

か。生活ができるんですか。 

 耕うんは、何の効果もないと私は思ってい

ます。しかしながら、この耕うんをすること

によって、船の用船料、人間が出て作業代、

これが出ます。これは農水省のお金で出ま

す。これが裏を返せば、漁がとれぬから、こ

の日当で生活をしているというような状況も

あると思うんです。 

 こういうちまちましたことは、やってもも

う意味がない。尾数が、例えば７匹が50匹に

なった、これは幾らですか。これを売って生

活できますか。そういう状況でしょう。みん

な把握してるわけです。 

 そういう状況の中で、耕うん事業は立派な

再生事業であるというようなことは、ちょっ

と考えをなくしていただいて、また抜本的な

対策ですよ。これをとるべきだろうと私は思

います。 

 そして、もう１点、10ページ。 

 この干潟、これはまるで農水省の資料で

す。ここにあるのは全部。もう干潟が泥土化

しているというのは、もう県も把握しとんな

はるて思います。もう既に硫化水素がにおっ

てます。そういう箇所が随分ふえました、干

潟に。そこを知っときながら、農水省と全く

一緒じゃないですか。 

 抜本的な対策について、今後引き続き考え

ていきますて、もう結果は出とるわけです

ね。どういう対策をしていくのかと。もう県

も総括してください、この辺で。 

 以上２点、お尋ねします。 

 

○山田水産振興課長 水産振興課でございま

す。 

 海底の耕うんにつきましては、漁業者の方

々の協力を得ながら、これまで取り組んでき

たところでございます。今委員御指摘のよう

に、これで実際にふえるのかというふうな御

指摘ございました。私どもとしては、少しで

も海底耕うんをして漁場の環境がよくなり、

生産につながればという思いで実施をいたし

ております。 

 確かに、耕うんしたことによって、永続的

に抜本的に漁場がきちっと改善されるかとい

うと、そこまでは確かに至らないのかなとい

うふうには思っておりますけれども、先ほど

来から言っておりますが、一生懸命、漁場が

少しでも改善するようにということで取り組

んでいるところです。 

 

○井手順雄委員 ならたい、逆に、漁業者の

船外機とか漁船で50キロぐらいの鎌を引くよ

り工事で発注したらどがんですか。工事で。

太か船持ってきて、一気に泥土まで持ってい

くような、そういう考えはないんですか。や

っぱりそういうのが抜本的対策なんですよ。

その分漁業者の日当は減るかもしれません。

ばってん、そういう問題じゃないんです。再

生するためには、どういった形でやるかとい

うことですよ。同じするにしても何千万てか

かっとですよ、耕うん。年間7,000万ぐらい

か。7,000万で工事で出せばよかっじゃなか

ですか、工事で。大きか太か船で太い鎌つく

って、一遍に泥土まで持ち上げるような、そ

ういったことをしたほうが100倍きれいにな

るですよ。 

 これはよか、要望で。 

 

○橋本環境立県推進課長 環境立県推進課で

ございます。 

 10ページの図につきましては、井手委員御

存じのとおり、有明海漁場環境改善連絡協議

会でも出された資料でございます。昨年末、

国の評価委員会報告が示されまして、この図

についても載せられております。評価委員会
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の報告では、場所により一定期間泥化を示し

た地点があるものの、海域全体での単調な泥

化傾向は見られないということで、評価委員

会のほうでは、変化傾向を見て分析をされて

おります。 

 現状としては、評価委員会報告では、魚類

や有用二枚貝の減少と底質悪化との因果関係

は未解明であるということで評価が続けられ

ているところでございます。 

 国のほうに対しても、抜本的な対策等につ

いてお願いしておりますが、やはり国のほう

は、具体的な目的に応じて要望をしてほしい

ということでございますので、今年度、この

10ページに書いておりますように、県でも、

底質悪化が確認された地点周辺で、その広が

りを見るために、まずは底質調査を実施し

て、そういったデータをもとに、国に対し

て、抜本的対策等についての検討を、引き続

き県として要望していきたいと考えていると

ころでございます。 

 

○井手順雄委員 もう既に、県のほうの底質

調査、もう５年ぐらいたってます、本格的に

やられ出して。そこで硫化水素が発生する場

所もあるというのは明記されております。硫

化水素が発生する場所というのは、魚も貝も

すめぬところなんですよ。御存じですか。そ

ういうところがもう頻繁に出てきている、熊

本県で。そういうのがわかった上で、今後調

査していくと、これはおかしい話じゃないで

しょうか。 

 先ほど耕うんがありましたけれども、耕う

んしたら一部海流は見られるけれども、一部

貧酸素水塊になるという結果も出とるとです

よ。こういった意味では、有明海、大変こう

今疲弊して、もうこれ以上になれば、もうノ

リもとれぬごとなると私は思っております。 

 何かしらここで何かやらぬといけないとい

うのは、県の皆さん、一番知ってると思うん

ですよ。そしたら、何をするのかというのを

もうちょっと考えて行動して──私が３年前

入っていたのと全く一緒じゃないですか、こ

れ。進展してないじゃないですか、全部農水

省の資料で。 

 そういった意味では、県も、やっぱり所管

する有明海ですから、何とかここに来て抜本

的な対策と言いますけれども、どういうこと

かわからぬですけれども、ちょっと頭をひね

っていただいて、やっていけるような体制を

とっていただければありがたいというふうに

思っております。 

 以上です。 

 

○岩中伸司委員 関連をしてちょっと質問し

ますが、有明海、私は一般質問でもやりまし

たが、本当に、覆砂や作れい、いろんな努力

をされてますけれども、そういう形ではもう

ちょっとやっぱり回復はできないというの

は、これはもう万人が認めているんじゃない

かなと思うので、そこで、私は諫早湾の干拓

問題で質問したんですが、今有明海の潮流で

すね。潮の流れ、これは一番最近ので具体的

にどうなっているのか、どなたか。 

 

○木村水産局長 国の総合調査評価委員会の

前回の回答によりますと、平均で５％ぐらい

の流速の低下が見られると。特に、やっぱり

諫早湾の前面での流速低下が大きいというふ

うには言われております。 

 また、有明海の流速に最も影響を与えるも

のは、月の満ち欠けによる干潮の差でござい

ます。これが平成26年に最大になりまして、

そのときは非常に大きい流れができておりま

したが、それから減水の時間に入っておりま

すので、少しずつ低下しているような状況で

はないかというふうに言われております。 

 

○岩中伸司委員 その流速は、大体12メータ

ーぐらいですか、秒速でいけば。潮流。 
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○木村水産局長 一番最大のところで５ノッ

トぐらいは早いところであったというふうに

言われております。それとまた、最近佐賀大

学のほうの報告で、やはり締め切りによって

面積が狭まったことにより、有明海に入って

くる流速も低下しているということで、非常

に停滞するような傾向が見られているという

ような新しい報告もなされているところで

す。 

 

○岩中伸司委員 先ほど来から、井手委員の

質問で、いろいろ努力をされている内容が、

漁民として覆砂や作れいにかかわったりして

やられて、漁場の改善を努力をするけれど

も、なかなかならないということですが、私

も漁民じゃないですけれども、漁業には余り

大してかかわったことないんですが、荒尾の

沖なんかには、ずっと歩いていったりして見

れば、全然以前と──やっぱり潮流の関係だ

と思うんですが、ここでも言ったと思うんで

すけれども、本当に潮の流れがほとんどない

ような状況で、昔「えご」と言っとった、１

メーターぐらい海の中に川のようになってい

た、そういうやつもなくなってしまってるん

ですね。 

 ですから、自然の形の中で、自然現象の中

で、やっぱり潮流が遅くなった、月との関係

もあるかもしれませんけれども、私は、諫早

湾干拓のときに、あの質問でも言いました

が、600万立米ぐらい海砂をとって、それを

土台にしているという、そういう杉森前議員

の話なんかも応用したんですけれども、どう

もやっぱりもう一回大きな形でこの有明海を

見て、自然環境をやっぱりよくしていくとい

うことを考えないと、小手先だけでは全く改

善はならないんじゃないかな。 

 今おっしゃったように、私も、この経営体

の問題、物すごく減ってますので、今後こう

いうことに対してどういう対策があるのかな

ということをちょっと聞きたかった面もある

んですけれども、このままいけば漁業で生活

をする人がなくなってしまうんじゃないか。

ある意味では、そのことは、私は消費者にと

っても重大なことだと思うので、その辺の改

善をどう具体的に進めていくのかというの

は、やっぱり余り触れられないんですけれど

も、諫早湾をもう一回開門をして、大きな調

査をやるべきだというふうに思うんですね。 

 蒲島知事も、これには同意見ですけれど

も、それから先の具体的なやつが全然なく

て、国の動きばっかり見ているということ

で、ここでは、皆さん方ではなかなか、知事

の答弁がそうですから言えないと思うんです

が、そういういわゆる小手先の改善ではでき

ない。 

 さらに、今聞いたら、漁民がやっぱりそう

いう仕事にかかわって、日当という形で報酬

をいただいて生活をするような、こんなでた

らめなことがまかり通っていいのかなと思う

んですけれども、この辺ちょっと漠然たる質

問ですけれども、大きなそういう諫早湾干拓

をもう一回見直して、開門調査をやって、潮

の流れを含めて検証をすべきだというふうに

思うんですけれども、これは部長じゃなくて

……。 

 

○木村水産局長 こういう有明海の再生に向

けて、いろんな調査並びに実証試験が行われ

ております。井手委員が御指摘になりました

海底耕うんもその一つでありますので、効果

が見られたものについては、抜本的な大々的

な事業に持っていく、もっと大規模な海底耕

うんであるとか、覆砂であるとか、そういう

形につなげていくということで、国のほうに

要望しているところでございます。 

 

○岩中伸司委員 ぜひ大きな形で、先ほど言

ったように、有明海の再生ということを、県

として、具体的に国にはそのことを追求して

いただきたいというふうに強く思いますの
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で、よろしくお願いします。 

 

○山本伸裕委員 再生に向けた取り組みにつ

いての10ページのところで、お２人の発言と

も関連するんですけれども、国が、要するに

泥土堆積進行のメカニズム解明や具体的な再

生手順の提示はなしということで、この状況

でとどまっているところが、私は非常に問題

だというふうに思うんですよ。 

 この問題については、繰り返し県立大学の

堤先生を初めとして、結局潮流が遅くなって

いるから泥がたまると。砂干潟じゃなくて泥

干潟になってしまう。泥干潟になれば、貧酸

素水塊だとか硫化水素の発生だとかというこ

とにつながると。これは私たち素人が考えて

も納得がいくような説明ですよ。これに対し

てどうなのかと。 

 国に対して、依然としてこういう分析結果

にとどまっとることに対して、県はもっと突

っ込んで、潮流と、そして、この貧酸素水塊

の発生とか、硫化水素の発生とか、そういう

ものについての因果関係を究明してくれとい

うようなことをきちっと言うべきだと思うん

ですけれども、いかがでしょう。 

 

○橋本環境立県推進課長 底質改善対策等に

つきましては、まずは現状の分析と、これま

でいろんなところで、国、県、大学の研究機

関等で調査されてますので、そういったのを

改めて整理するとともに、今大学等の意見も

聞くべきじゃないかという御意見もありまし

て、県のほうでも大学等の研究者等の意見も

現在聞きながら、有効な底質改善対策、ま

た、有明海、八代海の現状はどうかというこ

とについて、学識等の意見も現在聞きながら

進めているところでございます。 

 

○山口裕委員長 今２点、潮汐、潮流につい

て言及がありましたけれども、今回国から示

された報告書においては、この潮汐、潮流の

変化について、その要因を単純に評価するこ

とはできない、そういった中で、先ほど説明

があった、月昇交点位置の変化による影響が

大きいということを念頭に置きながら、干

潟、干拓等々平均潮位の上昇とか、外洋の振

れ幅の減少等々が要因としてありますと言及

はされております。 

 しかしながら、具体的に、その潮汐がさま

ざまな要因で変化することから、その原因を

明らかにすることは、もうちょっと長期的な

調査が必要だというふうに記載されておりま

すので、よろしくお願いします。 

 ほかにありませんか。 

 

○西岡勝成委員 両海域の環境保全について

お尋ねしたいんですが、台風24号、列島に大

きな被害をもたらして去っていきましたけれ

ども、台風や大雨、洪水を経験するたびに、

私は海のそばにおるんですけれども、あの漂

流物が、プラスチックを初め、化学物質が海

にどんどんどんどん流れていくさま、そし

て、昨日も私は宇土半島をずっと上っていき

ましたけれども、あの有明海の波に洗われ

て、ああいうプラスチック類が、微粒化して

マイクロ化していく、その中で、またそうい

うものが食物連鎖の中で入ってくる。 

 最近は、廃プラスチックのことが、いろい

ろグローバル企業の中で話題になっておりま

すけれども、その廃プラスチックが、微粒化

してマイクロ化して、その中に漂流中に有害

な化学物質を吸着、凝縮する特徴があるとい

うことが書いてあるんですけれども、そうい

うものが凝縮されて、鳥や魚や貝やそういう

ものに、食物連鎖の中で最終的に人が食べる

と。 

 私も魚が好きで、内臓からまず先に食べま

すよね。そういうことを考えると、有害物質

を取り込む化学物質が、廃プラスチックが微

粒化してそういうことになるという非常に怖

さを感じるんですけれども、ずっといろいろ
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読んでみると、世界の漂流物が、年間800万

トン海流に流れていく。その大きな原点は、

10大河川というか世界の大河川から流れてい

く部分が大部分だということですけれども、

八代海、不知火海を見ても、有明海を見て

も、やっぱりいろいろな河川が閉鎖性の中に

入り込んで、あの白川にしても緑川にして

も、本当に水害のときのあの漂流物というの

は浮いていくんですね。そういうものが荒波

に洗われて微粒化して、知らぬうちに動植物

に入っていくということになると、本当恐ろ

しいことですけれども、この廃プラスチック

が、有明海、八代海あたりの中での貝や魚の

中にどのぐらい取り込まれているかというの

は、まだ調査はしてない。 

 

○中野水産研究センター所長 調査について

は、まだやっておりませんが、国連とか関係

機関で全世界的に調査を行われておりまし

て、魚類には大体平均１個か２個のマイクロ

プラスチックが含まれているということは報

告されております。それが、委員御心配のと

おり、食品の化学的汚染の健康リスクに関係

する可能性を否定するものではないですが、

現状では１個か２個ということですので、そ

れが直接的に人に関する健康リスクを高める

といった証拠はほとんどないといった報告書

も出ております。 

 

○西岡勝成委員 直接的にはないとしても、

要するに魚類とか貝類とか、そういうものに

だんだん蓄積していく可能性はありますよ

ね。 

 

○中野水産研究センター所長 評価につきま

しては、国のほうが今環境省が中心となって

調査をやっておりますので、その結果を注視

していきたいと思っております。 

 

○西岡勝成委員 それで、Ｇ７で、この前海

洋プラスチック憲章を採択しているんですけ

れども、日本とアメリカだけがそれに参加し

てない。こういうのは、やっぱり水俣病を経

験した県でもあるし、海洋国日本として、も

うちょっと──企業のことも多分あると思う

んですけれども、やっぱり積極的に参加をし

て、科学的に分析していく対応策をとってい

くということは、私は非常に大事だと思うん

ですね。 

 対応策の一つで、河口に川の入り口のとこ

ろにアユのやなみたいなやつを大々的につく

って、大体浮いてますもんね、ああいうの

は。最初のほうは浮いているんですよ。後か

らだんだん海藻がついたり海底に沈むんです

けれども、最初のころは浮いているので、あ

あいうものを自然に取り上げられるような、

一回海洋に出ていったら、それは回収船が幾

らおっても簡単にはいかないです。ああいう

ものをもうちょっと科学的に技術的にできな

いものですかねと思うんですけれども、いつ

も。 

 水害の流れていくごみは、それは想像を絶

するごみですよ。都市部の人たちは、それで

終わりですけれども、私は海岸のそばに住ん

でおりますから、これは、消波ブロックに、

荒波の中にぶつかって粉々になって微粒化し

ていく、そしてまた鳥や魚の中に入っていく

というのは、非常に私は恐ろしい将来がある

と、心配があると思うんですけれども。 

 委員長にお願いですけれども、ぜひ、委員

会でも、国に対して意見書ぐらい、何で海洋

憲章に署名しないのかというようなことま

で、委員会としてぜひ出して、熊本県は、特

に水俣病という過去にない経験を持っとると

ころですから、その辺もまた考えてくださ

い。 

 

○氷室雄一郎委員 この取り組みの２ページ

のところですけれども、先ほど井手委員のほ

うから、経営体の推移も──私は、前回の委



第17回 熊本県議会 有明海・八代海再生及び地球温暖化対策特別委員会会議記録（平成30年10月１日) 

 - 20 - 

員会でも質問をしましたけれども、有明海も

八代海も、このデータは大体同じような傾向

で、もうどんどんどんどん下がる一方だと思

うんですけれども、この経営体については、

この資料だけじゃなくて、この資料をそのま

まちょっとどうかということで前回質問をし

たんですけれども、これは、経営体が集約さ

れて、大規模な経営体が存在しつつあるとい

う話もございましたけれども、この資料で有

明海も八代海も４つは示されているんですけ

れども、収益の部分というのは、これはわか

らぬのですかね。これを次の委員会でもよご

ざいますけれども、ピーク時の収益、また現

在の収益、どのくらいの差があるのかという

ことを示していただければと思っておりま

す。これが第１点です。 

 第２点目は、先ほどいろんな話が出ました

けれども、覆砂とか耕うんとか、これはずっ

とかなり前から続けてこられたわけですけれ

ども、この７ページの資料によりますと、平

成27年、28年、もっとこれ以前から行われて

きたと思うんですけれども、費用対効果の面

から効果がないということで、執行部のほう

も打たれっ放しなんですけれども、大体、じ

ゃあどういう面でどのくらいの効果があった

のかという、そういう資料なりどこかで出さ

れて、それをけんけんがくがくやられて、現

場の声とどこが差があるのか。 

 じゃあ、これが費用対効果の面から見て、

もう厳しいということであれば、これをこれ

からまたずっと続けていくのか。あるいは、

国に対して、こういうものではこうなんだと

いう現場の調査なり検証をしっかり示してい

ただいて、ここでやりとりしなければ、執行

部としては、これからずっとまたやっていか

れるおつもりなんですか、こういう覆砂とか

耕うん。 

 これはもうずっと前からやって、私はちょ

っと委員会のスポーツのほうに行きまして、

その間おりませんでしたけれども、大体同じ

意見が出て、大体意見がかみ合わないままに

この論議が進んできたような気がするんです

けれども、その２点について。 

 

○山田水産振興課長 水産振興課でございま

す。 

 漁業生産量について、資料を２ページのほ

うに整理をさせていただいておりますけれど

も、生産額についても、次回の委員会では資

料を整理させていただきたいと思います。 

 ちょっとざっとではございますけれども、

平成元年では、済みません、県内の生産量で

いきますと、300億近くの生産金額がござい

ました。今、漁業生産額は、最近のところで

いうと70億ぐらいということで、やはり減少

をしているというところでございます。 

 

○氷室雄一郎委員 詳細な資料は、次の委員

会でも結構です。有明海、八代海、２つにわ

たって、この資料、同じような資料を出され

ておりますので、わかる分だけお示し願いた

いと思っております。 

 

○菰田漁港漁場整備課長 漁港漁場整備課で

ございます。 

 覆砂事業の効果につきましても、次回の委

員会で資料を提示したいと思っておりますけ

れども、ここ１～２年の覆砂漁場での施工後

の実績といたしましては、水研センターや広

域本部水産課で調査をしたデータといたしま

しては、天然漁場と比較しまして、覆砂漁場

の方が効果があったというようなものは出て

おりますので、この点を次回の委員会で資料

を提出したいと思っております。 

 

○氷室雄一郎委員 これは、平成27年、それ

以前から行われている分があると思うんです

よ。だから、ここの場で、そういう何か、こ

ういう費用対効果の面から見てこういうもの

がありますよというのを示していただかぬ
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と、先ほど井手委員がおっしゃったように、

現場としては、こういう考え方、こういう実

態なんだということをやりとりをしても、な

かなか、我々としてはどうなんだというのは

わかりませんので、できる限り今までの取り

組みのこういう面についての効果なり、ま

た、費用対効果の面から、これは継続するべ

きだという考え方を持っておられるのかどう

かということを私たちが理解できませんの

で、また次の段階で結構でございますので、

ある程度具体的なものを示していただければ

と思っております。 

 以上です。 

 

○山口裕委員長 資料の件につきましても、

ちょっと検討させていただきます。 

 ほかにありませんか。 

 

○小早川宗弘委員 今、有明海、八代海の再

生に向かって、特に漁場環境の改善というこ

とで、栽培漁業とか資源管理型の漁業を推進

していらっしゃるというふうなことで、資料

のほうにも、この別冊のほうの11ページが有

明海の取り組み、それと19ページ、これは八

代海の取り組みというふうなことで、ちょっ

とここで教えてほしいんですが、この種苗放

流の効果というのがありますよね。同じ数値

が、この八代海も有明海も。それと、マダイ

については、混入率が２％から20％とか、費

用対効果が0.4％とか、ヒラメについても、

混入率が20％、費用対効果が1.3％と。 

 これは、どういうふうな──混入率という

のは、漁獲、その辺で放流した数年後に漁獲

をしたときに、放流魚が混入しとる割合なん

でしょうか。費用対効果というのは、どうい

うことなのか、ちょっと数値の内容を定義を

教えてください。 

 

○山田水産振興課長 水産振興課でございま

す。 

 まず、マダイ、それからヒラメ、人工種苗

を放流させていただきますと、当然、放流し

てから１年や２年で全部取り上げるというこ

とではございませんで、マダイであれば、や

はり10年前後かかって漁獲をいたしてまいり

ます。 

 どういう効果調査をやるかといいますと、

放流をされた後に、市場に職員が行って、人

工種苗でつくった種苗というのは、タイの鼻

のところにちょっと異常といいましょうか、

ちょっと特徴的なところがございます。それ

を現場に行って確認をして、これは人工種苗

で放流されたものか、もしくはもともと天然

のものかというのを把握してまいります。 

 ヒラメにつきましても、裏側がヒラメの場

合、真っ白になりますけれども、人工的につ

くったものは、どうしてもちょっと黒い斑点

が少し残ってしまうということで、その比較

によって人工的に生産されたものかというも

のを把握いたします。 

 こちらにございます、混入率が２％から20

％というふうに書いておりますけれども、こ

れは、今言いました10年ぐらいの間で年によ

って高かったり低かったりということで、そ

の幅が２％から20％ぐらいある。非常にとれ

た年は、人工的に放流したものが割合が多か

ったと。年によっては少なかったというふう

なことがわかります。 

 そして、私どもが把握するのは、どうして

も、漁獲をする、とった部分だけの効果調査

しかできません。放流したものは、さらに子

供を産み、次の世代にもしかしたらつながっ

ているものもあるかもしれませんけれども、

そこまでの把握調査ができないということ

で、あくまでも回収したものについてだけそ

の割合を出して、費用対効果というものを出

しております。 

 申しわけございませんが、マダイについて

は0.4ということで、ちょっと１を下回って

おるんですけれども、これはまたマダイの価
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格によってもまた違ってくるということで、

以前はマダイの価格が高うございましたけれ

ども、最近ちょっと低目であるというような

ことも影響しております。 

 それから、私たちが全部を把握し切ってな

いというところで、0.4ということで若干下

回っておるところでございます。ヒラメにつ

いていうと、私たちが把握できるのでも十分

費用対効果１を超えているというものでござ

います。 

 それで、有明海のほうと八代海のほう、同

じ数字を出させていただいておりますけれど

も、魚はやっぱり回遊したりいたしますの

で、海域別ごとにというのはなかなかちょっ

と把握が難しいと。また、特徴は、先ほど言

いましたような特徴になるということで、ど

うしても熊本県全体での結果ということにな

って申しわけございませんが、同じ数値を出

させていただいているというところでござい

ます。 

 

○小早川宗弘委員 わかりました。 

 費用対効果も魚種によってはばらばらだけ

れども、このヒラメとかいうのは1.0を超え

るというふうな効果が得られるということ

で、資源管理漁業を推進していく中では、非

常に重要な放流の事業なのかなというふうに

思いますし、ここで書いてあるのは、持続的

な自然増殖につながるように、今後長期的な

視点で頑張っていただけるというふうに思い

ますので、できれば、そういう調査、化学的

なデータんごたっとも、もうちょっとその対

象を広げてしっかりと調査をしていただい

て、しっかりとこの資源管理漁業がちゃんと

できるように、そしてその効果も大きく広が

るように頑張っていただきたいと思います。 

 以上です。 

 

○ 委員 氷室県議の質問に関連する

んですけれども、別冊の２ページなんです

が、魚類の漁獲量がずっと減ってる、そして

経営体の数も減っているということなんです

が、資料として──議論の上で、経営体も減

っていると、大幅に減ってて漁獲量も減って

いると。ですが、どこに目標を持つかなんで

すけれども、経営体の所得を上げるのか、経

営体の数をどこまで持っていきたいのか、そ

れとも水産資源を大幅に上げたいのか、ちょ

っと資料がないのでわからないんですよね。 

 その辺を、ぜひ、今後の資料として、所得

とかも入れていただければ、議論がもっと深

まるんじゃないとか思いますので、今後よろ

しくお願いします。要望で結構です。 

 

○山口裕委員長 ほかにありませんか。 

 

○磯田毅委員 抜本的な対策とかなんかて言

われる中で、県としては、まだそういう方向

ではないということは理解できますけれど

も、アサリの収穫量が、これは29年までです

ので、ことしの状況はどうなのか、速報値が

出せるのか。 

 それと、長洲町の漁協に行って、私たちが

アサリの増殖試験というのを見て非常に感心

したんですけれども、その後の長洲漁協の状

況と、県内のことしの速報値がわかれば、お

願いします。 

 

○山田水産振興課長 水産振興課でございま

す。 

 アサリの速報値ということでございますけ

れども、１月から８月までのアサリの漁獲量

は、有明海のほうで380.8トン、それから八

代海のほうで53トン、計の433.8トンでござ

います。 

 それと、長洲のほうにつきましては、フル

ボ酸鉄シリカとか網袋とか、いろんな取り組

みをされておられるところでございます。こ

としも40トンぐらいの漁獲をされているとい

うふうなところでございます。 
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○磯田毅委員 それは、対前年比どれだけな

のかというのを。 

 

○山田水産振興課長 長洲の場合、昨年の同

じ時期でいいますと、41.87トンでございま

す。ことしが41.2トンと、同じぐらいでござ

います。 

 先ほど申し上げました有明海のほうと八代

海のほうを合わせたところの433トンは、昨

年比でいいますと、同期比で80.4％でござい

ます。 

 

○磯田毅委員 減っているんですか。 

 

○山田水産振興課長 アサリについてちょっ

と補足をさせていただきたいと思いますけれ

ども、昨年は、一昨年と比べますと、先ほど

申し上げましたように、200％、２倍ぐらい

とれたというところでございます。 

 ことしの状況はといいますと、先ほど言い

ましたように、大体８割ぐらい、昨年の８割

ぐらいということでございますが、28年度ど

うだったかといいますと、189トンの漁獲で

ございます。それからすると、昨年よりも若

干少な目ではございますけれども、一昨年と

比べると、やはりまだ２倍ぐらいの漁獲があ

ってるというところでございます。 

 もともと、アサリ、非常に資源量が高いレ

ベルが今非常に低いレベルではございますけ

れども、少しは今階段の踊り場付近なのかな

というふうな認識で、しっかりと資源管理に

取り組みながら増殖を進めていきたいと。 

 

○山口裕委員長 ほかにありませんか。 

 

○岩下栄一委員 この間申し上げましたけれ

ども、ノリですね。 

 ノリは、10億枚というえらい膨大な、有明

産のノリというのはブランドで、とっても誇

るべき水産物だと思うんですけれども、この

養殖に使う、この間も言ったけれども、酸性

剤ですね。酸性剤は、要するにウイルスを駆

除するためのやつだと思いますけれども、有

機物で無害だというお話がありましたけれど

も、海水が酸性化していくということはない

んですかね。 

 

○山田水産振興課長 水産振興課でございま

す。 

 酸処理剤につきましては、６月議会でも御

質問をいただいたかと思います。 

 主成分は、食品添加物として認められた酸

のうち、天然の食品に含まれる有機酸で構成

をされております。有明海八代海総合評価委

員会の報告にもあるとおりで、酸処理剤はノ

リの残留もございません。それから、海水中

に入りますと、速やかに拡散、分解されると

いうことでございますので、極端なそういう

強い酸の状態のまま影響を与えるということ

は考えられないというふうに思っておりま

す。 

 

○山口裕委員長 ほかにありませんか。 

 

○竹﨑和虎委員 先ほど来、資源管理等々に

ついてお話があっとる中で、今もちょっとお

話があったノリでございますけれども、やは

りノリが、今のところは順調にといいます

か、まだとれとる環境ではあると思うんです

が、今後将来、先ほど井手先生もおっしゃっ

たとおりなんですが、とれなくなる環境が出

てくるんじゃないかという危惧をいたしてお

ります。 

 その中で、今回の台風でも多くのごみが流

れてくるんじゃないかという心配もあって、

きょうも、けさからいろいろ漁民の方と連絡

をとったところ、まだ影響は見られないとい

うことで伺っとるところなんですけれども、

先ほど西岡先生のほうからもお話がありまし
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たけれども、何らか浮遊しとる間に、それを

回収できるような抜本的な何か処理の仕方、

事業に取り組んでいただければと思っておる

ところであります。 

 そのノリなんですけれども、やはり海水温

に左右される面が多いんですが、ことしの夏

は異常な暑さの中でございましたけれども、

これの今後の影響とか、そういったのがわか

る部分があればお教えいただけないかと思い

ます。 

 それが１つと、もう１点、稚魚のいろんな

放流の11ページ等にある中ですが、これは、

済みません、私の所管外で間違っとったら申

しわけないんですけれども、ウナギの稚魚の

放流を先週白川で行っておるところですが、

ウナギの状況とかわかればお教えいただけな

いかと思います。 

 

○山田水産振興課長 水産振興課でございま

す。 

 ことしは非常に夏が暑く、大変心配をして

おりましたけれども、現在のところ、９月27

日現在では、水温が小島の沖で25.2度、長浜

のほうで25.3度の水温でございました。これ

は、過去10年平均が、小島のほうで25.7度、

それから長浜のほうで25.5度ということで、

水温自体は少し落ちついてきているのかなと

いうふうに思っております。あわせて、水温

の状況を見ながら、今漁連の中で種つけの検

討をされているというふうなところでござい

ます。 

  （「25日だろ」と呼ぶ者あり） 

○山田水産振興課長 25日以降でということ

で。 

 それともう１つ、ウナギの放流……。 

 

○竹﨑和虎委員 そうですね。稚魚の放流を

先週行ったように伺っておりまして、そうい

ったのをこれには入ってくるものなのか。や

はりウナギの生態というか、そういったのは

絡んでくることもあるものですから。 

 

○山田水産振興課長 済みません。こちらの

資料の中には、申しわけございません、ウナ

ギのほうは記載をさせていただいておりませ

ん。 

  （「載せなんたい」と呼ぶ者あり） 

○竹﨑和虎委員 はい、お願いします。 

 

○山田水産振興課長 今後の資料について

は、整理をして次回から出させていただきた

いと思います。 

 

○山口裕委員長 ほかにありませんか。 

 

○山本伸裕委員 説明資料の最初のところで

出てますが、海域環境への負荷の削減という

ところで、排水という点では、諫早湾干拓調

整池からの排水ですね。これの影響をすごく

心配してるんですよ。 

 研究によると、かなりアオコが毎年発生し

ていると。これ、大腸菌の仲間で、赤潮発生

の原因じゃないかというふうにも言われてい

るわけで、そういった、言うなら、非常に環

境への影響が心配される水が定期的に常に排

水されてると。 

 これに対して、県から長崎に言うとか、あ

るいは、熊本独自で調整池からの排水につい

ての水質の調査をするとかというようなこと

については検討はなされてないんでしょう

か。 

 

○緒方環境保全課長 調整池については、特

段排水処理ということでやってないんです

が、全体的な河川の排水ですね。公共用水域

に流入する排水については、県のほうで上乗

せ条例、また横出し条例といいますけれど

も、排水基準条例によって、法より厳しい基

準、また、法で対象となってない施設あたり

を対象として、基準を適用して、今排水指導
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はしておるところです。 

 

○山本伸裕委員 調整池の水というのは、も

う締め切っとるからかなり汚れて、農水省基

準の水質も満たされてないから、農業用水で

もほとんど一部を除いて使われてないような

水ですよ。それがずっと排水されているとい

うことで、これはちょっとやっぱり深刻な影

響なんかを考える必要があるんじゃないか。 

 それから、熊本保健科学大学の高橋先生な

んかは、このアオコの発生によって、ミクロ

シスチンという、これは非常に強い発ガン物

質なんだけど、そういったものも発生する

と。それが有明海に広がって底に沈んでいる

というような調査結果も論文で発表されてる

わけですよ。 

 これは非常に軽視できない問題で、やっぱ

りしっかりこれ調査して、場合によっては、

長崎県に対して、こういう毒の入った水は流

すなというようなことを言うべきじゃないで

しょうか。 

 

○緒方環境保全課長 今聞いた、ミクロシス

チン、そちらは、私知識がちょっとなかった

んですが、今後、また排水については継続し

て監視・対応していきたいと思っています。 

 

○松村秀逸委員 先ほど井手委員がおっしゃ

いました泥土対策について、ちょっと１つ。 

 私は、海と直接いないんですけれども、河

川の改修、土木になるのかもしれませんが、

私どもが住んでいるところをずっと見ます

と、坪井川、また井芹川があるんですけれど

も、とにかく川に泥が今たまるといいます

か、泥の処理をよくお願いするんですけれど

も、ここを改善しとくと、先ほどの海に流れ

る泥、これが大分抑えられるのかなというふ

うに思ったところでございます。 

 そういう意味では、なかなか地震の後、人

手不足もあって、河川の泥の撤去をお願いし

ても思うようにいきませんけれども、できる

だけ土木とも連携していただいて、そういう

対策を打っていただくと、海岸に対する泥土

の堆積が減少するんじゃないかなというふう

に思いますので、その辺要望としてお願いし

ときます。 

 以上です。 

 

○山口裕委員長 ほかにありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○山口裕委員長 なければ、次に、地球温暖

化対策に関する件について質疑を受けたいと

思います。質疑はありませんか。 

 

○末松直洋委員 八代海のほうをいいです

か。 

 

○山口裕委員長 はい。 

 

○末松直洋委員 済みません。別冊資料の31

ページの八代海湾奥部のことであります。 

 一番下のほうに、土砂堆積状況を把握する

ため、熊大のくまもと水循環・減災研究教育

センターが、今年度から測量調査をするとい

うことでありますが、この調査期間は大体ど

れぐらいかかるんでしょうか。 

 

○橋本環境立県推進課長 環境立県推進課で

ございます。 

 契約期間は、５月21日から３月22日という

ことで、熊本大学のほうに委託をしておりま

す。 

 

○末松直洋委員 測量調査と申されますと、

大体どれぐらい土砂が堆積しているのかとい

うことを調査されるんでしょうか。 

 

○橋本環境立県推進課長 環境立県推進課で

ございます。 

 深浅地形測量ということで、どれくらい浅
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海化しているかということを把握したいと考

えております。 

 

○末松直洋委員 上の30ページの地図を見て

いただきますと、実は、毎年28メーターずつ

浅海化が沖に進んでいるということで、実

際、農地海岸と書いてある、このあたりまで

も土砂が埋まってしまっております。あと何

年かすれば、もう干拓の一番先まで埋まって

しまうような状況であります。 

 先ほど言われましたように、調査されて、

東京ドーム何百杯分、何千杯分、何万杯分と

いう調査結果が出ると思いますが、その後の

計画ですよね。熊本県も、今の状況はこのま

まではいけないということは十分わかってお

られると思います。国のほうは、それをどう

したがいいよということは、多分なかなか言

わないのではないでしょうか。 

 熊本県または近隣の市町村の意向ですか

ね。そこら辺をはっきりしないと、国のほう

も動きようがないのではないかと思います

が、そこら辺はどうお考えでしょうか。お聞

きします。 

 

○橋本環境立県推進課長 環境立県推進課で

ございます。 

 今年度の調査につきましては、土砂の量ま

ではなかなか把握することは難しいかなと考

えております。調査内容につきましては、先

ほど申しましたように、深浅地形測量という

ことで、音波を船の上から流して、どれくら

い浅くなっているかという浅海化の調査でご

ざいます。 

 あと、今後の対策、方向性でございますけ

れども、当然、今回の調査だけではまだまだ

データ不足だと思いますけれども、こういっ

た調査を積み重ねながら、なかなか、ただ県

だけでは詳細な調査もできないということ

で、県で積み重ねたデータを示しながら、国

にも詳細な調査をやっていただくということ

と、また、浅海化の影響について、国のほう

でも対策の実施を含めた検討をしていただく

よう、引き続き要望していきたいと考えてお

ります。 

 

○末松直洋委員 データ不足、ずっとデータ

不足ということでありますので、データを積

み重ねながらやっていかれると思いますが、

毎年、御存じのとおり28メーターずつ浅海化

が進んでいるということもありますので、余

りゆっくりした時間はないと思います。高潮

の心配も大変危険なところでありますので、

しっかりと県、地元の市町村と連携を図りな

がら進めていただきたいと思います。 

 以上です。 

 

○山口裕委員長 ほかに。 

 

○磯田毅委員 最近台風も来て、高潮被害と

かなんかが非常に問題になってきていますけ

れども、この前私が見た資料の中には、ＩＰ

ＣＣというところが報告したことによれば、

たしか何年前か忘れましたけれども、72ミリ

海面が水面上昇があっているということで、

これから先何もしなければ、多分2060年には

30センチ以上海面上昇があるだろうと言われ

ていますので、こういった問題が、例えば八

代海とか有明海で海面の上昇がどれだけあっ

たのかというのは調査されてますか。 

 

○木村水産局長 総合評価報告書によります

と、八代海、三角の平均潮位観測で、10年間

に６センチ程度の上昇が見られるというよう

な報告は出ております。これは、温暖化によ

る海面膨張とか、先ほど申しました月の満ち

欠けの長期的な変動というものも当然加味さ

れた値ではないかというふうには思います。 

 

○磯田毅委員 正式なものじゃないですね、

６センチというのは。正式なものですか。 
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○木村水産局長 正式な報告書に基づいた評

価委員会の報告だというふうに思います。 

 

○磯田毅委員 何年たって、その６センチと

いうのは。 

 

○木村水産局長 前回が平成18年度の報告書

だったと思いますので、その以前のものだと

いうふうに思います。 

 

○岩下栄一委員 高潮問題ですけれども、地

球物理学の領域ですね、高潮は。 

 それで、平成11年ですか、不知火海で高潮

が発生して、あのときは高潮だけじゃなくて

大潮と満潮が全部重なって、しかも波は堤防

を超えてませんもんね、あのときは。ただ、

船だまりの中に波が入ってきて、それで町営

住宅かなんかの人たちが犠牲になったんです

けれども、あの高潮の予測はできるわけでし

ょう。周期的なものがあるとかいろいろ言わ

れてるけれども、そういう高潮情報を、警報

といいますか、そういうものを克明にやっぱ

りやっていく必要があるのかなと思いますけ

れども。 

 気象庁やらいろいろ調べるでしょうけど、

県としてもいろんな予報のシステムをつくっ

て、私は、不知火のあそこには視察に行った

んですけれども、船だまりのところがあいと

るもんだから、堤防じゃなくてそこから波が

どっと入ってきて、町営住宅が浸かったと、

そして死者が出たと。 

 

○永松河川港湾局長 河川港湾局長の永松で

ございます。 

 お話のありました高潮に対する対策でござ

いますが、予測につきましては、やはり県で

も大事なことだと思っておりまして、想定さ

れる最大の規模の高潮に対して、浸水想定区

域図というのを今作成を進めております。そ

ういったものを早目につくりまして、皆様方

に周知することで避難につなげていきたいと

いうふうに考えているところでございます。 

 以上でございます。 

 

○岩下栄一委員 不知火の場合は、堤防でな

くて、今申し上げましたように、船だまりの

すき間から波がどっと入ってきて、村中が浸

かったということなんですよね。 

 

○竹田河川課長 河川課でございます。 

 護岸だけじゃなくて潮だまりの中から入っ

てくるという、そこにつきましては、水門の

工事が終わっております。不知火のところは

終わっております。 

 その他につきましても、いろいろ、陸閘だ

とか、護岸、海岸のところに出入り口として

あけているところもございます。そういうと

ころは、台風前に閉めておくとか、ふだんか

ら常に閉めておくというような対策は講じて

いかなくてはいけないというふうに海岸管理

者等は思っております。 

 それから、先ほど総括のほうから話があり

ましたように、ソフト対策としまして、ハー

ド整備をやっても、やっぱりそれを上回るよ

うな高潮等が発生する場合もございますの

で、自分の命は自分で守っていただくよう

に、どこまで被害が及ぶ可能性があるのかと

いった浸水想定区域図の作成を今取りかかっ

ております。できましたら、それを皆様にお

知らせしていきたいというふうに考えており

ます。 

 以上です。 

 

○山口裕委員長 ほかにありませんか。 

  （「ありません」と呼ぶ者あり） 

○山口裕委員長 それでは、続きまして、付

託調査事件の閉会中の継続審査事件について

お諮りします。 

 付託調査事件については、引き続き審査す
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る必要があると認められますので、本委員会

を次期定例会まで継続する旨、会議規則第82

条の規定に基づき議長に申し出ることに異議

ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○山口裕委員長 異議なしと認め、そのよう

にいたします。 

 その他に移ります。その他として何かござ

いませんでしょうか。 

  （「ありません」と呼ぶ者あり） 

○山口裕委員長 以上で本日の議題は全て終

了しました。 

 それでは、これをもちまして第17回有明

産・八代海再生及び地球温暖化対策特別委員

会を閉会します。 

  午前11時53分閉会 
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